
 

 

                    

令和７年６月３日 

 

「丸住製紙株式会社」（愛媛県四国中央市）の民事再生法適用申請 

に係る特定中小企業者に対する信用保証枠を拡充します 

～連鎖倒産等の防止のためのセーフティネット保証の指定～ 

 

 「丸住製紙株式会社」（愛媛県四国中央市）は令和７年２月２８日に民事再生法の適用を

申請しました。これに伴い、同社と取引のある関連中小企業者が資金繰りの悪化等深刻な影

響を受けると見込まれることから、経済産業大臣は、中小企業信用保険法第２条第５項第１

号の規定に基づき、令和７年６月３日付けをもって同社を「再生手続開始申立等事業者」と

して指定しました。  

これにより、同社と一定の取引のある特定中小企業者（※）は、一般の保証枠とは別枠で

利用できるセーフティネット保証が利用可能となります。 

１．指定の概要 

再生手続開始申立等事業者：丸住製紙株式会社 

          （愛媛県四国中央市川之江町 826番地） 

指   定   期   間：令和７年２月２８日～令和８年２月２７日 

（注）適用は、民事再生法適用申請日（令和７年２月２８日）に遡及します。 

 

２. セーフティネット保証の概要 

特定中小企業者（※）が金融機関から借り入れを行う際、一般の保証枠に加え、一般

の保証枠と同額の保証を別枠で受けることができます。 

（なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て

保証額が決定されます。） 

 

＜一般保証限度額＞               ＜別枠保証限度額＞ 

普 通 保 証：２億円以内 

無 担 保 保 証：８，０００万円以内    ＋ 

無担保無保証人保証：２，０００万円以内 

（注）セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特

定中小企業者」である旨の認定を受けることが必要となります。 

 

※「特定中小企業者」とは 

経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して 50万円以上の売掛金債権等を有して

いる中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の

再生手続開始申立等事業者との取引規模が 20％以上である中小企業者。 

 普 通 保 証 ：２億円以内 

 無 担 保 保 証 ：８，０００万円以内 

 無担保無保証人保証 ：２，０００万円以内 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

※本発表資料以外のお問い合わせは総務課広報担当（087-811-8505）にお願いします。 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  四国経済産業局産業部中小企業課長 菅原 

担当者： 三谷、土佐 

   電 話：０８７－８１１－８５２９（直通） 

   ＵＲＬ： https://www.shikoku.meti.go.jp/  


